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個人情報保護委員会行政文書管理規則案 新旧対照表 

 

 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現   行 

（公文書監理官） 

第４条 委員会に置く公文書監理官は、総括文書管理者の職務を助け、及び公文書

管理に係る通報の処理に関する事務を行うものとする。 

 

（文書管理者） 

第６条 （略） 

２ 文書管理者は、その管理する行政文書について、次に掲げる事務を行うものと

する。 

⑴～⑸ （略） 

⑹ 行政文書の作成、標準文書保存期間基準（以下「保存期間表」という。）の

作成等による行政文書の整理その他行政文書の管理に関する職員の指導等 

 

別表第１ 行政文書の保存期間基準 

事 項 業務の区分 

当該業務に係る行

政文書の類型（施

行令別表の該当

項） 

保存期間 具体例 

１～

10  

（略） （略） （略） （略） （略） 

11   ⑴～⑷（略） （略） （略） （略） 

（公文書監理官） 

第４条 委員会に置く公文書監理官は、総括文書管理者の職務を助け、及び公文書

監理に係る通報の処理に関する事務を行うものとする。 

 

（文書管理者） 

第６条 （略） 

２ 文書管理者は、その管理する行政文書について、次に掲げる事務を行うものと

する。 

⑴～⑸ （略） 

⑹ 行政文書の作成、標準文書保存期間基準（以下「保存期間表」という。）の

作成等による行政文書の整理その他行政文書の管理に関する職員の指導 

 

別表第１ 行政文書の保存期間基準 

事 項 業務の区分 

当該業務に係る行

政文書の類型（施

行令別表の該当

項） 

保存期間 具体例 

１～

10  

（略） （略） （略） （略） （略） 

11  ⑴～⑷（略） （略） （略） （略） 

別紙４ 
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個人の権

利義務の

得喪及び

その経緯 

⑸補助金等（補

助金等に係る予

算の執行の適正

化に関する法律

（昭和 30年法律

第 179号）第２

条第１項の補助

金等をいう。以

下同じ。）の交付

に関する重要な

経緯 

①交付の要件に関

する文書（十三の

項イ） 

交付に係

る事業が

終了する

日に係る

特定日以

後５年 

・交付規

則・交付

要綱・実

施要領 

・審査要

領・選考

基準 

②交付のための決

裁文書その他交付

に至る過程が記録

された文書（十三

の項ロ） 

・審査案  

・理由 

③補助事業等実績

報告書（十三の項

ハ） 

・実績報

告書 

⑹不服申立てに

関する審議会等

における検討そ

の他の重要な経

緯 

①～④（略） （略） （略） 

⑺国又は行政機

関を当事者とす

る訴訟の提起そ

の他の訴訟に関

する重要な経緯 

①～③（略） （略） （略） 

12  ⑴（略） （略） （略） （略） 

個人の権

利義務の

得喪及び

その経緯 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） （新設） （新設） 

⑸不服申立て

に関する審議

会等における

検討その他の

重要な経緯 

①～④（略） （略） （略） 

⑹国又は行政

機関を当事者

とする訴訟の

提起その他の

訴訟に関する

重要な経緯 

①～③（略） （略） （略） 

12  ⑴（略） （略） （略） （略） 
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法人の権

利義務の

得喪及び

その経緯 

⑵許認可等に関

する重要な経緯 

許認可等をするた

めの決裁文書その

他許認可等に至る

過程が記録された

文書（十一の項） 

許認可等

の効力が

消滅する

日に係る

特定日以

後５年 

 

・審査案 

・理由 

⑶（略） （略） （略） （略） 

⑷届出の受理 

 

届出、報告その他

の通知の内容を記

載した文書 

 

 

５年 ・届出書 

・報告書 

⑸補助金等の交

付（地方公共団

体に対する交付

を含む。）に関す

る重要な経緯 

①交付の要件に関

する文書（十三の

項イ） 

交付に係

る事業が

終了する

日に係る

特定日以

後５年 

・交付規

則・交付

要綱・実

施要領 

・審査要

領・選考基

準 

②交付のための決

裁文書その他交付

に至る過程が記録

された文書（十三

の項ロ） 

・審査案  

・理由 

③補助事業等実績

報告書（十三の

・実績報

告書 

法人の権

利義務の

得喪及び

その経緯 

⑵行政手続法

第２条第３号

の許認可等

（以下「許認

可等」とい

う。）に関す

る重要な経緯 

許認可等をするた

めの決裁文書その

他許認可等に至る

過程が記録された

文書（十一の項） 

許認可等

の効力が

消滅する

日に係る

特定日以

後５年 

・審査案 

・理由 

⑶（略） （略） （略） （略） 

⑷行政手続法

第２条第７号

の届出（以下

「届出」とい

う。）の受理 

届出、報告その他

の通知の内容を記

載した文書 

５年 ・届出書 

・報告書 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） （新設） （新設） 
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項ハ） 

⑹不服申立てに

関する審議会等

における検討そ

の他の重要な経

緯 

①～④（略） （略） （略） 

⑺国又は行政機

関を当事者とす

る訴訟の提起そ

の他の訴訟に関

する重要な経緯 

 

①～③（略） （略） （略） 

13～

16 

（略） （略） （略） （略） （略） 

17 独立行政

法人等に

関する事

項 

独立行政法人通

則法（平成 11年

法律第 103号）

その他の法律の

規定による報告

及び検査その他

の指導監督に関

する重要な経緯 

 

①指導監督をする

ための決裁文書

その他指導監督

に至る過程が記

録された文書

（二十五の項

イ） 

５年 ・報告 

・検査 

②違法行為等の是

正のため必要な

措置その他の指

導監督の結果の

内容が記録され

た文書（二十五

・是正措

置の要

求 

・是正措

置 

 

⑸不服申立て

に関する審議

会等における

検討その他の

重要な経緯 

①～④（略） （略） （略） 

⑹国又は行政

機関を当事者

とする訴訟の

提起その他の

訴訟に関する

重要な経緯 

①～③（略） （略） （略） 

13～

16 

（略） （略） （略） （略） （略） 

17 独立行政

法人等に

関する事

項 

独立行政法人

通則法その他

の法律の規定

による報告及

び検査その他

の指導監督に

関する重要な

経緯 

 

①指導監督をする

ための決裁文書

その他指導監督

に至る過程が記

録された文書

（二十五の項

イ） 

５年 ・報告 

・検査 

②違法行為等の是

正のため必要な

措置その他の指

導監督の結果の

内容が記録され

た文書（二十五

・是正措

置の要

求 

・是正措

置 
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の項ロ） 

18・

19 

（略） （略） （略） （略） （略） 

20 国会及び

審議会等

における

審議等に

関する事

項 

⑴国会審議（１

の項から 19 の項

までに掲げるも

のを除く。） 

 

国会審議文書（二

十九の項） 

10 年 ・議員へ

の説明 

・趣旨説

明 

・想定問

答 

・答弁書 

・国会審

議録 

⑵審議会等（１

の項から 19 の項

までに掲げるも

のを除く。） 

 

審議会等文書（二

十九の項） 

10 年 ・開催経

緯 

・諮問 

・議事の

記録 

・配付資

料 

・中間答

申、最

終答

申、中

間報

告、最

終報

告、建

の項ロ） 

18・

19 

（略） （略） （略） （略） （略） 

20 国会及び

審議会等

における

審議等に

関する事

項 

⑴国会審議

（１の項から

20 の項までに

掲げるものを

除く。） 

 

国会審議文書（二

十九の項） 

10 年 ・議員へ

の説明 

・趣旨説

明 

・想定問

答 

・答弁書 

・国会審

議録 

⑵審議会等

（１の項から

20 の項までに

掲げるものを

除く。） 

 

審議会等文書（二

十九の項） 

10 年 ・開催経

緯 

・諮問 

・議事の

記録 

・配付資

料 

・中間答

申、最

終答

申、中

間報

告、最

終報

告、建
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議、提

言 

21 文書の管

理等に関

する事項 

文書の管理等 ①～④（略） （略） （略） 

⑤第 21条第３項

に規定する行政

文書ファイル等

の廃棄の記録 

５年 ・廃棄の

記録 

22 法令の規

定に基づ

く勧告、

協議、同

意、届出、

通知、報

告、資料

の提出要

求等及び

当該意思

決定に至

る過程 

⑴法令の規定に

基づく他の行政

機関等に対する

勧告及び当該意

思決定に至る過

程 

 

①勧告に関する経

緯が記録された

文書 

30 年 ・大臣指

示 

・状況の

調査 

②勧告の内容及び

その措置結果が

記録された文書 

・勧告 

・措置結

果 

⑵法令の規定に

基づく他の行政

機関等に対する

協議及び同意並

びに当該意思決

定に至る過程 

 

①他の行政機関等

に対する協議に

関する文書（協

議案、他の行政

機関等の質問又

は意見、当該質

問又は意見に対

する回答が記録

された文書を含

む。） 

10 年 ・各府省

等 へ の

協議案 

・各府省

等 か ら

の質問・

意見 

・各府省

等 か ら

の質問・

議、提

言 

21 文書の管

理等に関

する事項 

文書の管理等 ①～④（略） （略） （略） 

⑤第２０条第３項

に規定する行政

文書ファイル等

の廃棄の記録 

５年 ・廃棄の

記録 

22 法令の規

定に基づ

く勧告及

び協議、

同意、届

出、通知、

報告、資

料の提出

要求等並

びに当該

意思決定

に至る過

程 

⑴法令の規定

に基づく他の

行政機関等に

対する勧告及

び当該意思決

定に至る過程 

 

①勧告に関する経

緯が記録された

文書 

30 年 ・大臣指

示 

・状況の

調査 

②勧告の内容及び

その措置結果が

記録された文書 

・勧告 

・措置結果 

⑵法令の規定

による他の行

政機関等に対

する協議及び

同意並びに当

該意思決定に

至る過程 

 

①他の行政機関等

の協議に関する

文書（協議案、

他の行政機関等

の質問又は意

見、当該質問又

は意見に対する

回答が記録され

た文書を含む。） 

 

10 年 ・協議案 

・各府省等

の質問・

意見 

・各府省等

の質問・

意 見 に

対 す る

回答 
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意 見 に

対 す る

回答 

②同意等の内容が

記録された文書 

・同意書 

⑶法令の規定に

基づく他の行政

機関等に対する

届出、通知、報告、

資料の提出要求

等及び当該意思

決定に至る過程 

 

①通知、報告、資

料の提出要求等

に関する経緯が

記録された文書 

・報告、

資料提出

の求め 

・調査計

画 

②届出、通知、報

告、資料の提出

要求等の内容が

記録された文書 

・届出書 

・通知文

書 

・報告書 

・提出資

料 

23・

24 

（略） （略） （略） （略） （略） 

25 国際会議

（外国政

府との交

渉を含

む。）に

関する事

項 

国際会議に関す

る重要な経緯 

国際会議に関する

重要な経緯が記載

された文書 

10 年 ・発言要

領 

・議事の

記録 

・配付資

料 

・合意文

書 

備考 

 

 

 

②同意等の内容が

記録された文書 

・同意書 

⑶法令の規定

による他の行

政機関等に対

する届出、通

知、報告、資料

の提出要求等

及び当該意思

決定に至る過

程 

 

 

①通知、報告、資

料の提出要求等

に関する経緯が

記録された文書 

・報告、

資料提出

の求め 

・調査計

画 

②届出、通知、報

告、資料の提出

要求等の内容が

記録された文書 

・届出書 

・通知文書 

・報告書 

・提出資料 

23・

24 

（略） （略） （略） （略） （略） 

25 国際会議

（外国政

府との交

渉を含

む。）に

関する事

項 

国際会議に関

する重要な経

緯 

国際会議に関する

重要な経緯が記載

された文書 

10 年 ・発言要

領 

・議事の

記録 

・配布資

料 

・合意文

書 

備考 



8 

一 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 

１～８ （略） 

 ９ 特定日 第１４条第１１項（施行令第８条第７項）の保存期間が確定する

こととなる日の属する年度の翌年度の４月１日（当該確定することとなる日

から１年以内の日であって、４月１日以外の日を特定日とすることが行政文

書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日） 

 

二～五 （略） 

 

別表第２ 保存期間満了時の措置の設定基準 

１ （略） 

 

２ 具体的な移管・廃棄の判断指針 

１の基本的考え方に基づいて、個別の行政文書ファイル等の保存期間満了時の

措置（移管・廃棄）の判断については、以下の(1)～(6)に沿って行うものとし、

いずれかの基準において移管と判断される場合には移管するものとする。 

 

(1) 業務単位での保存期間満了時の措置 

① 別表第１に掲げられた業務に係る行政文書ファイル等の保存期間満了時

の措置については、次の表（用語の意義は、別表第１の用語の意義によ

る。）の右欄のとおりとする。 

事項 業務の区分 保存期間満了時の措置 

１～

10 

（略） （略） （略） 

11 個人の権利義

務の得喪及び

その経緯 

⑴～⑷（略） （略） 

⑸補助金等の交付に関する重

要な経緯 

以下について移管 

・補助金等の交付の要件

一 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 

１～８ （略） 

 ９ 特定日 第１４条第１１項（施行令第８条第７項）の保存期間が確定する

こととなる日（19の項にあっては、事業終了の日又は事後評価終了の日）の

属する年度の翌年度の４月１日（当該確定することとなる日から１年以内の

日であって、４月１日以外の日を特定日とすることが行政文書の適切な管理

に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日）  

二～五 （略） 

 

別表第２ 保存期間満了時の措置の設定基準 

１ （略） 

 

２ 具体的な移管・廃棄の判断指針 

１の基本的考え方に基づいて、個別の行政文書ファイル等の保存期間満了時の

措置（移管・廃棄）の判断については、以下の(1)～(6)に沿って行うものとし、

いずれかの基準において遺憾と判断される場合には移管するものとする。 

 

 (1) 業務単位での保存期間満了時の措置 

① 別表第１に掲げられた業務に係る行政文書ファイル等の保存期間満了時

の措置については、次の表（用語の意義は、別表第１の用語の意義によ

る。）の右欄のとおりとする。 

事項 業務の区分 保存期間満了時の措置 

１～

10 

（略） （略） （略） 

11 個人の権利義

務の得喪及び

その経緯 

⑴～⑷（略） （略） 

（新設） 

 

（新設） 
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に関する文書 

⑹不服申立てに関する審議会

等における検討その他の重

要な経緯 

以下について移管 

・法令の解釈やその後の

政策立案等に大きな影

響を与えた事件に関す

るもの 

・審議会等の裁決等につ

いて年度ごとに取りま

とめたもの 

⑺国又は行政機関を当事者と

する訴訟の提起その他の訴

訟に関する重要な経緯 

以下について移管 

・法令の解釈やその後の

政策立案等に大きな影

響を与えた事件に関す

るもの 

12～

19 

（略） （略） （略） 

 

20 国会及び審議

会等における

審議等に関す

る事項 

⑴国会審議（１の項から 19 の

項までに掲げるものを除

く。） 

以下について移管 

・大臣の演説に関するも

の 

・会期ごとに作成される

想定問答 

⑵審議会等（１の項から 19 の

項までに掲げるものを除

く。） 

以下について移管 

・審議会その他の合議制

の機関に関するもの

（部会、小委員会等を

含む。） 

21 （略） （略） （略） 

 

⑸不服申立てに関する審議会

等における検討その他の重

要な経緯 

 

以下について移管 

・法令の解釈やその後の

政策立案等に大きな影

響を与えた事件に関す

るもの 

・審議会等の裁決等につ

いて年度ごとに取りま

とめたもの 

⑹国又は行政機関を当事者と

する訴訟の提起その他の訴

訟に関する重要な経緯 

以下について移管 

・法令の解釈やその後の

政策立案等に大きな影

響を与えた事件に関す

るもの 

12～

19 

（略） （略） （略） 

 

20 国会及び審議

会等における

審議等に関す

る事項 

⑴国会審議（１の項から 20 の

項までに掲げるものを除

く。） 

以下について移管 

・大臣の演説に関するも

の 

・会期ごとに作成される

想定問答 

⑵審議会等（１の項から 20 の

項までに掲げるものを除

く。） 

以下について移管 

・審議会その他の合議制

の期間に関するもの

（部会、小委員会等を

含む。） 

21 （略） （略） （略） 
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22 法令の規定に

基づく勧告、

協議、同意、

届出、通知、

報告、資料の

提出要求等及

び当該意思決

定に至る過程 

⑴法令の規定に基づく他の行

政機関等に対する勧告及び

当該意思決定に至る過程 

以下について移管 

・勧告、協議、同意等の

うち特に重要なもの 

⑵法令の規定に基づく他の行

政機関等に対する協議及び

同意並びに当該意思決定に

至る過程 

⑶法令の規定に基づく他の行

政機関等に対する届出、通

知、報告、資料の提出要求

等及び当該意思決定に至る

過程 

23～

25 

（略） 

 

（略） （略） 

 

② 以下の左欄の事項に係る歴史公文書等の具体例は、右欄のとおりである

ことから、これらの歴史公文書等を含む行政文書ファイル等を移管するこ

ととする。 

事項 歴史公文書等の具体例 

委員会において実施・運用してい

る制度（例：政策評価、情報公

開、予算・決算、補助金等、機

構・定員、人事管理、統計等）に

ついて、制度を所管する行政機関

による当該制度の運用状況の把握

等に関する事項 

・基本計画 

・年間実績報告書等 

・施行状況調査・実態状況調査 

・意見・勧告 

・その他これらに準ずるもの 

（以下略） （以下略） 

22 法令の規定に

基づく勧告及

び協議、同

意、届出、通

知、報告、資

料の提出要求

等並びに当該

意思決定に至

る過程 

⑴法令の規定に基づく他の行

政機関等に対する勧告及び

当該意思決定に至る過程 

以下について移管 

・勧告、協議、同意等の

うち特に重要なもの 

⑵法令の規定による他の行政

機関等に対する協議及び同

意並びに当該意思決定に至

る過程 

⑶法令の規定による他の行政

機関等に対する届出、通

知、報告、資料の提出要求

等及び当該意思決定に至る

過程 

23～

25 

（略） 

 

（略） （略） 

 

② 以下の左欄の事項に係る歴史公文書等の具体例は、右欄のとおりである

ことから、これらの歴史公文書等を含む行政文書ファイル等を移管するこ

ととする。 

事項 歴史公文書等の具体例 

委員会において実施・運用してい

る制度（例：政策評価、情報公

開、予算・決算、補助金等、機

構・定員、人事管理、統計等）に

ついて、制度を所管する部局によ

る当該制度の運用状況の把握等に

関する事項 

・基本計画 

・年間実績報告書等 

・施行状況調査・実態状況調査 

・意見・勧告 

・その他これらに準ずるもの 

（以下略） （以下略） 
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(2) 政策単位での保存期間満了時の措置 

① 国家・社会として記録を共有すべき歴史的に重要な政策事項であって、

社会的な影響が大きく政府全体として対応し、その教訓が将来に活かされ

るような以下の特に重要な政策事項等に関するものについては、１の基本

的考え方に照らして、(1)①の表で「廃棄」とされているものも含め、原則

として移管するものとする。 

（災害及び事故事件への対処） 

（略） 

（我が国における行政等の新たな仕組みの構築） 

    （略） 

（国際的枠組みの創設） 

    気候変動に関する京都会議関連施策、サッカーワールドカップ日韓共催、

2020年東京オリンピック・パラリンピック等 

 

② （略） 

 

③ 領土・主権に関連する文書については、１の【Ⅳ】に該当する可能性が

極めて高いことから、原則として移管するものとする。 

なお、「領土・主権に関連する文書」とは、北方領土及び竹島に関する我

が国の基本的立場及び対応に関して作成又は取得した文書のみならず、北

方領土及び竹島に関する情報を記載又は記録をした海洋、漁業、鉱物資源

及び環境に関する調査その他の調査、教育、地図の作成、航海その他の施

策に関する文書も指す。また、尖閣諸島に関しては、領土問題ではないも

のの、同様の考え方に基づき対処する。 

 

(3)・(4) （略） 

 

(2) 政策単位での保存期間満了時の措置 

① 国家・社会として記録を共有すべき歴史的に重要な政策事項であって、

社会的な影響が大きく政府全体として対応し、その教訓が将来に生かされ

るような以下の特に重要な政策事項等に関するものについては、１の基本

的な考え方に照らして、(1)①の表で「廃棄」とされているものも含め、原

則として移管するものとする。 

（災害及び事故事件への対処） 

（略） 

（我が国における行政等の新たな仕組みの構築） 

    （略） 

（国際的枠組みの創設） 

    機構変動に関する京都会議関連施策、サッカーワールドカップ日韓共催、

2020年東京オリンピック・パラリンピック等 

 

② （略） 

 

③ 領土・主権に関連する文書については、１の【Ⅳ】に該当する可能性が

極めて高いことから、原則として移管するものとする。 

なお、「領土・主権に関する文書」とは、北方領土及び竹島に関する我が

国の基本的立場及び対応に関して作成又は取得した文書のみならず、北方

領土及び竹島に関する情報を記載又は記録をした海洋、漁業、鉱物資源及

び環境に関する調査その他の調査、教育、地図の作成、航海その他の施策

に関する文書も指す。また、尖閣諸島に関しては、領土問題ではないもの

の、同様の考え方に基づき対処する。 

 

(3)・(4) （略） 
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(5) (1)から(4)に記載のない文書 

(1)から(4)に記載のないものに関しては、１の基本的考え方に照らして、

文書管理者において個別に判断するものとする。 

 

(6) （略） 

 

(5) (1)から(4)に記載のない文書 

(1)から(4)に記載のない業務に関しては、１の基本的考え方に照らして、

文書管理者において個別に判断するものとする。 

 

(6) （略）  

 

附 則 

この訓令は、令和３年●月●日から施行し、令和３年●月●日から適用する。 


